
議案第４１号 

大口町固定資産評価審査委員会条例等の一部改正について 

 大口町固定資産評価審査委員会条例等の一部を改正する条例を別紙のように定め

るものとする。 

  平成２８年３月３１日提出 

 大 口 町 長  鈴 木 雅 博   

 （提案理由） 

 この案を提出するのは、固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出

に対する行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成２６年

法律第６９号）により改正された地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定の

適用について、経過措置の明確化を図るため、この条例等の一部を改正する必要が

あるからである。 





   大口町固定資産評価審査委員会条例等の一部を改正する条例 

 （大口町固定資産評価審査委員会条例の一部改正） 

第１条 大口町固定資産評価審査委員会条例（平成１１年大口町条例第２２号）の

一部を次のように改正する。 

  第１２条中「前２条」を「第７条から第９条まで」に改める。 

 （行政不服審査法施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正） 

第２条 行政不服審査法施行に伴う関係条例の整備に関する条例（平成２８年大口

町条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  附則第５項中「平成２８年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産につい

て固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出」を「平成２８年４月１

日以後に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１１条第２項の規定による

公示（以下「公示」という。）又は同法第４１７条第１項後段の規定による通知

（以下「通知」という。）がされる場合」に、「平成２７年度までの固定資産税

に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出

（申出期間の初日が施行日以後である審査の申出を除く。）」を「同日前に公示

又は通知された場合」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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第１条関係 

大口町固定資産評価審査委員会条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

 （議事についての調書）  （議事についての調書） 

第１２条 書記は、第７条から第９条までに規

定するもののほか、委員会の議事について調

書を作成しなければならない。 

第１２条 書記は、前２条に規定するもののほ

か、委員会の議事について調書を作成しなけ

ればならない。 

２ 略 ２ 略 

- 2 -



第２条関係 

行政不服審査法施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

   附 則    附 則 

５ 第５条による改正後の大口町固定資産評価

審査委員会条例第４条第２項、第３項及び第

６項、第６条第２項、第３項及び第５項、第

１０条、第１１条並びに第１３条第１項の規

定は、平成２８年４月１日以後に地方税法（

昭和２５年法律第２２６号）第４１１条第２

項の規定による公示（以下「公示」という。

）又は同法第４１７条第１項後段の規定によ

る通知（以下「通知」という。）がされる場

合について適用し、同日前に公示又は通知さ

れた場合については、なお従前の例による。

５ 第５条による改正後の大口町固定資産評価

審査委員会条例第４条第２項、第３項及び第

６項、第６条第２項、第３項及び第５項、第

１０条、第１１条並びに第１３条第１項の規

定は、平成２８年度以後の年度分の固定資産

税に係る固定資産について固定資産課税台帳

に登録された価格に係る審査の申出について

適用し、平成２７年度までの固定資産税に係

る固定資産について固定資産課税台帳に登録

された価格に係る審査の申出（申出期間の初

日が施行日以後である審査の申出を除く。）

については、なお従前の例による。 
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